
（別添）

審 査 項 目 審 査 の 視 点 配 点

業務の理解
・こども基本法等に従い、こどもの意見を施策に反映する義務を理解し、
　こどもが安心して意見を言える環境づくりについて考えられているか。

10

業務遂行能力
・業務を遂行するための適切な人材・人員の確保等、体制が確保されている
か。
・事業実施に必要な知識・経験を有しているか。

15

【阿波っ子未来会議運営】
・業務の内容に適したファシリテーターを提案するなど、業務を適切に遂行
　できる実施体制となっているか。
・次年度の募集につながるような報告ができるか。

20

【いけんひろば（訪問型）実施】
・こどもの環境を踏まえ、こどもが安心して意見を言える環境づくりについ
　て考えられているか。

15

【こどもの居場所運営】
・仕様書に基づき、運営を確実に遂行できる体制が整っているか。
・こどもがゆっくり過ごすための環境づくりに係る提案ができているか。

15

提案内容
・こどもからの意見聴取について、十分に理解した内容となっており、運営
　等にあたり、具体的かつ実現性に優れた内容になっているか。

15

経費積算 ・提案内容に対して、妥当な経費が示されているか。 10

合計 100

阿波っ子意見表明推進事業委託業務
審　査　基　準

事業運営能力


